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費用配賦（個別原価計算）の概要（原価再算定・新託送単価反映）
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【申請原価の具体的配分結果】

◼ 個別原価計算は、費目ごとに積上げた会社全体の原価（総原価）を、その機能や性質に応じて、特定需要と非特定需要に配賦するプロセ
スであり、経済産業省令（みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則）に計算ルールが詳細に規定されております。当社の
具体的な算定結果については、以下のとおりとなっております。

※（）内は、算定誤りに起因した再算定により、申請値から修正された値

（単位：百万円）

（単位：百万円、百万kWh、円／kWh）

需要
送配電非関連費 送配電関連費 合計

原価 単価 原価 単価 原価 単価

自由
特高・高
圧・低圧

3,943 106,341(105,857) 26.97 (26.84) 29,354(29,589) 7.45 (7.50) 135,695(135,446) 34.42 (34.34) 

規制
高圧 780 22,148(22,327) 28.41 (28.64) 5,529(5,578) 7.09 (7.15) 27,677(27,905) 35.50 (35.79) 
低圧 1,319 39,868(40,173) 30.22 (30.45) 16,545(16,634) 12.54 (12.61) 56,413(56,806) 42.76 (43.05) 

計 6,042 168,357(168,357) 27.87 (27.87) 51,428(51,801) 8.51 (8.57) 219,785(220,158) 36.38 (36.44) 
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